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消費税の円滑かつ適正な転嫁の徹底について（重点要請） 

 

 
拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は本会の活動につき格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、経済産業省、国土交通省及び公正取引委員会は 1 月 17 日付で「消費

税の円滑かつ適正な転嫁の徹底について（重点要請）」を発出しました。本年 4

月の消費税率引き上げを前に、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための

消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」（平成25年法律第

41号、以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。）が平成 25年 10 月 1日よ

り施行されておりますが、公正取引委員会及び経済産業省において、消費税転

嫁対策特別措置法に基づく消費税の転嫁拒否等の行為の有無等に関する調査

を行ったところ、建設業、製造業及び卸売業・小売業において消費税の転嫁拒

否等の行為が現在行われている、又は今後行われる可能性があるとの声が多く

寄せられたことから、別紙に掲げる遵守事項について十分理解するとともに、

消費税の転嫁拒否等の行為を行うことがないよう、適切な措置を講ずるべきこ

とを周知徹底するよう要請がありました。 

 つきましては、消費税の円滑かつ適正な転嫁の徹底について、貴会会員企業

に対するご周知を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 
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